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令 和 ４ 年 度 
 

法人税関係法令の改正の概要 

 



略          語 
 

改正法 ··························· 所得税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第４号） 
改正法令 ························· 法人税法施行令等の一部を改正する政令（令和４年政令第137号） 
改正法規 ························· 法人税法施行規則等の一部を改正する省令（令和４年財務省令第14号） 
改正措令 ························· 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令（令和４年政令第148号） 
改正措規 ························· 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（令和４年財務省令第23号） 
法 ······························· 改正法による改正後の法人税法 
法令 ····························· 改正法令による改正後の法人税法施行令 
法規 ····························· 改正法規による改正後の法人税法施行規則 
措法 ····························· 改正法による改正後の租税特別措置法 
措令 ····························· 改正措令による改正後の租税特別措置法施行令 
措規 ····························· 改正措規による改正後の租税特別措置法施行規則 
通法 ····························· 改正法による改正後の国税通則法 
旧措法 ··························· 改正法による改正前の租税特別措置法 
旧措令 ··························· 改正措令による改正前の租税特別措置法施行令 
旧措規 ··························· 改正措規による改正前の租税特別措置法施行規則 
令２改正前法等 ··················· 所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８号）附則第14条第２項の

規定によりなおその効力を有するものとされる同法第３条の規定による改正前
の法人税法、法人税法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政令第207号）
附則第２条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第１条
の規定による改正前の法人税法施行令及び法人税法施行規則等の一部を改正す
る省令（令和２年財務省令第56号）附則第２条第２項の規定によりなおその効
力を有するものとされる同令第１条の規定による改正前の法人税法施行規則 

令２改正前措法等 ················· 所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８号）附則第14条第２項の
規定によりなおその効力を有するものとされる同法第16条の規定による改正前
の租税特別措置法、法人税法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政令第
207号）附則第２条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令
第３条の規定による改正前の租税特別措置法施行令及び法人税法施行規則等の
一部を改正する省令（令和２年財務省令第56号）附則第２条第２項の規定によ
りなおその効力を有するものとされる同令第３条の規定による改正前の租税特
別措置法施行規則 

みどりの食料システム法 ··········· 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進
等に関する法律 

農林水産物・食品輸出促進法改正法 ·· 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律（令和
４年法律第   号） 

農林水産物・食品輸出促進法 ········ 農林水産物・食品輸出促進法改正法による改正後の農林水産物及び食品の輸出
の促進に関する法律 

奄美群島振興法 ··················· 奄美群島振興開発特別措置法 
辺地特別措置法 ··················· 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 
小笠原諸島振興法 ················· 小笠原諸島振興開発特別措置法 
特定農山村法 ····················· 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法

律 
沖縄振興法 ······················· 沖縄振興特別措置法 
過疎地域支援法 ··················· 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 
基盤強化法等改正法 ··············· 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第   号） 
障害者総合支援法 ················· 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 
農地中間管理事業推進法 ··········· 基盤強化法等改正法による改正後の農地中間管理事業の推進に関する法律 
林業経営基盤強化等法 ············· 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 
 
 

（注） このパンフレットは、令和４年５月９日現在の法令に基づいて作成しています。 

    なお、このパンフレット中の農林水産物・食品輸出促進法、農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業推

進法に関する部分については、国会に提出された法律案に基づいて作成しています。 
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[このパンフレットの構成について] 

１ このパンフレットでは、令和４年度税制改正のうち法人税関係法令の概要（令２改正前法等及び令２改正

前措法等に係る改正項目を除きます。）について、令和４年３月31日に公布された改正法の内容を中心に説

明しています。 

２ このうち改正項目を、「Ⅰ 減価償却又は税額の計算に関する改正」から「Ⅴ その他の改正」までに区分

した上で、法人税法及び租税特別措置法などの改正事項について、法人税を計算する際の項目ごとに分類し、

主要な改正項目とそれ以外の改正項目とに区分して説明しています。 

３ それぞれの主要な改正項目の説明に当たっては、措置された制度の概要について極力イメージ図や算式等

を交えています。また、〔適用時期〕において、措置の適用関係について説明しています。 

４ 主要な改正項目以外の改正項目については、表形式により改正のポイントを説明しています。 
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⑴ 人材確保等促進税制の賃上げ促進税制への改組 

青色申告書を提出する法人が、令和４年４月１日から令和６年３月31日までの間に開始する各

事業年度（注１）において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、次の《要件》を満

たすとき（注２）は、控除対象雇用者給与等支給増加額（注３）の15％（次の《上乗せ要件》①・②

を満たす場合には、それぞれ次の割合を加算した割合）相当額の法人税額の特別控除ができるこ

ととされました（措法42の12の５①）。 

《要件》 

・ 
継続雇用者給与等支給額－継続雇用者比較給与等支給額

継続雇用者比較給与等支給額
 ≧ ３％ 

 

①（要件を満たす場合には、10％を加算） 

・ 
継続雇用者給与等支給額－継続雇用者比較給与等支給額

継続雇用者比較給与等支給額
 ≧ ４％ 

②（要件を満たす場合には、５％を加算） 

・ 
教育訓練費の額 － 比較教育訓練費の額

比較教育訓練費の額
 ≧ 20％ 

○（上記①及び②の要件をいずれも満たす場合には、15％を加算） 
 
（注１） 設立事業年度、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除きます。 

（注２） その事業年度終了の時において、その法人の資本金の額又は出資金の額が 10 億円以上であり、かつ、

その法人の常時使用する従業員の数が 1,000 人以上である場合には、下記⑶の要件を満たす必要があり

ます。 

（注３） その事業年度において措法第42条の12((地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法

人税額の特別控除))の規定の適用を受ける場合には、所定の方法により計算したその控除を受ける金額

の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額を控除した残額とされています（措法42の12の５①、

措令27の12の５③）。 

 

⑵ 中小企業者等（注）における賃上げ促進税制の見直し 

税額控除割合の≪上乗せ要件≫について、次のとおり見直しが行われた上、その適用期限が１

年延長されました（措法42の12の５②）。 
 

①（要件を満たす場合には、15％を加算） 

・ 
雇用者給与等支給額－比較雇用者給与等支給額

比較雇用者給与等支給額
 ≧ 2.5％ 

②（要件を満たす場合には、10％を加算） 

・ 
教育訓練費の額 － 比較教育訓練費の額

比較教育訓練費の額
 ≧ 10％ 

○（上記①及び②の要件をいずれも満たす場合には、25％を加算） 
 
（注） 中小企業者等とは、措法第 42 条の４第 19 項第７号((試験研究を行った場合の法人税額の特別控除))に規

定する中小企業者（同項第８号に規定する適用除外事業者又は同項第８号の２に規定する通算適用除外事

業者に該当するものを除きます。）又は同項第９号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出する法

人をいいます（措法42の12の５②）。 

１ 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の見直し 

Ⅰ 減価償却又は税額の計算に関する改正 

〔改正の内容〕 

≪上乗せ要件≫ 

≪上乗せ要件≫ 
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 ⑶ 適用要件の見直し 

  上記⑴の適用に当たって、その事業年度終了の時において、その法人の資本金の額又は出資金

の額が 10 億円以上であり、かつ、その法人の常時使用する従業員の数が 1,000 人以上である場

合には、その法人は給与等の支給額の引上げの方針、下請事業者その他の取引先との適切な関係

の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する一定の事項（以下「マルチ

ステークホルダー方針」といいます。）をインターネットを利用する方法により公表し、確定申告

書等に、経済産業大臣のその法人がマルチステークホルダー方針を公表していることについて届

出があった旨を証する書類の写しを添付した場合に限りその適用を受けることができることとさ

れました（措法 42 の 12 の５①、措令 27 の 12 の５①②）。 

《イメージ図》 

 

 

 

 

 

 

⑷ その他 

  教育訓練費の額に係る上乗せ要件を満たすものとして本制度の適用を受ける場合には、教育訓

練費の明細を記載した書類の保存（改正前：確定申告書等への添付）をしなければならないこと

とされました（措令 27 の 12 の５⑪、旧措令 27 の 12 の５⑬）。 
 

《用語の意義》 

上記⑴から⑷までにおける用語の意義については、以下のとおりです。 

用  語 意  義 

国内雇用者 
法人の使用人（その法人の役員と特殊の関係のある者等の一定の者を除きます。）のうちそ
の法人の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます（措
法 42 の 12 の５③二、措令 27 の 12 の５⑤⑥）。 

継続雇用者給与等支給
額 

雇用者給与等支給額のうち、継続雇用者（本制度の適用を受けようとする法人の各事業年
度（以下「適用年度」といいます。）及び適用年度開始の日の前日を含む事業年度（以下「前
事業年度」といいます。）の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者
（※１）のうち一定の者をいいます。以下同じです。）に対するその適用年度の給与等の支
給額（その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額（雇用安定助成金額（※２）を
除きます。）がある場合には、その金額を控除した金額となります。）をいいます（措法 42
の 12 の５③四、措令 27 の 12 の５⑧）。 
（※１） この国内雇用者は、一般被保険者に該当する者に限ることとされ、その法人の就

業規則において高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第９条第１項第２号に規
定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、①雇用契約書その他こ
れに類する雇用関係を証する書類又は②賃金台帳のいずれかにその継続雇用制度
に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者を除くこととされ
ています（措法 42 の 12 の５③四、措令 27 の 12 の５⑦、措規 20 の 10①）。 

（※２） 雇用安定助成金額とは、国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第 62 条第１
項第１号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額
をいいます（措法 42 の 12 の５③四、六イ）。以下同じです。 

継続雇用者比較給与等
支給額 

継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額（その給与等に充てるため他の者から支
払を受ける金額（雇用安定助成金額を除きます。）がある場合には、その金額を控除した金
額となります。）をいいます（措法 42 の 12 の５③五、措令 27 の 12 の５⑨）。 

控除対象雇用者給与等
支給増加額 

雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額（その金額が次のイ
に掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額（以下「調整雇用者給与等支給増加額」
といいます。）を超える場合には、その調整雇用者給与等支給増加額）をいいます（措法 42
の 12 の５③六）。 
イ 雇用者給与等支給額（その雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるた
めの雇用安定助成金額がある場合には、その金額を控除した金額） 

ロ 比較雇用者給与等支給額（その比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に
充てるための雇用安定助成金額がある場合には、その金額を控除した金額） 
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教育訓練費 

法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支
出する一定の費用をいいます（措法 42 の 12 の５③七、措令 27 の 12 の５⑩）。 

比較教育訓練費の額 
法人の適用年度開始の日前１年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額
に算入される教育訓練費の額をいいます（措法 42 の 12 の５③八）。 

雇用者給与等支給額 

法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の
支給額（その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額（雇用安定助成金額を除き
ます。）がある場合には、その金額を控除した金額となります。）をいいます（措法 42 の 12
の５③九）。 

比較雇用者給与等支給
額 

法人の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等
の支給額（その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額（雇用安定助成金額を除
きます。）がある場合には、その金額を控除した金額となります。）をいいます（措法 42 の
12 の５③十、措令 27 の 12 の５⑱）。 

   

 

上記⑴及び⑵の見直し後の本制度の適用要件及び税額控除限度額は次のとおりとなります。 

 
 

✤ 上記⑶のマルチステークホルダー方針の公表及び届出に係る手続に関する内容については、経

済産業省ホームページの次のＵＲＬ（令和４年５月９日現在）もご覧ください。 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html 

 

〔適用時期〕 

令和４年４月１日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年

度分の法人税については、従来どおり適用されます（改正法附則 39）。  

賃

上

げ

促

進

税

制 

適用

要件 

継続雇用者給与等支給額－継続雇用者比較給与等支給額

継続雇用者比較給与等支給額
 ≧３％ 

（資本金の額又は出資金の額が１０億円以上であり、かつ、その法人の常時使用する従業員の数

が１，０００人以上である場合には、マルチステークホルダー方針を公表していることが必要） 

《上乗せ要件》 

① 
継続雇用者給与等支給額－継続雇用者比較給与等支給額

継続雇用者比較給与等支給額
 ≧４％ 

② 
教育訓練費の額－比較教育訓練費の額

比較教育訓練費の額
 ≧２０％ 

税額 

控除 

限度額 

税額控除限度額（調整前法人税額の２０%を上限） 

= 控除対象雇用者給与等支給増加額 ×１５%※ 
 

※ 《上乗せ要件》①のみを満たす場合は２５％、②のみを満たす場合は

２０％、①及び②のいずれも満たす場合には３０％ 

 

適用

要件 

雇用者給与等支給額－比較雇用者給与等支給額

比較雇用者給与等支給額
 ≧１．５％ 

《上乗せ要件》 

① 
雇用者給与等支給額－比較雇用者給与等支給額

比較雇用者給与等支給額
 ≧２．５％ 

② 
教育訓練費の額－比較教育訓練費の額

比較教育訓練費の額
 ≧１０％ 

税額 

控除 

限度額 

税額控除限度額（調整前法人税額の２０％を上限） 

＝控除対象雇用者給与等支給増加額 ×１５％※ 
 

※ 《上乗せ要件》①のみを満たす場合は３０％、②のみを満たす場合は

２５％、①及び②のいずれも満たす場合には４０％ 

≪イメージ図≫ 
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法人税の額から控除される特別控除額の特例における特定税額控除規定（注１）を不適用とする措

置の「継続雇用者給与等支給額に係る要件」について、下記の➊及び➋のいずれにも該当する場合

には、継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者

比較給与等支給額に対する割合が１％（令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に開始す

る事業年度にあっては、0.5％）以上であること（改正前：継続雇用者に対する給与等の支給額が継

続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額を超えること）とされました（措法42の13⑤、措令

27の13③⑥）。 

➊ 事業年度終了の時において、その法人の資本金の額又は出資金の額が10億円以上であり、かつ、

その法人の常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合 

➋ ⒜その事業年度が設立事業年度及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であって前事

業年度の所得の金額が零を超える一定の場合（注２）又は⒝その事業年度が設立事業年度若しくは

合併等事業年度である場合 

 

上記の見直し後の「継続雇用者給与等支給額に係る要件」は次のとおりとなります。 

《継続雇用者給与等支給額に係る要件》 

⑴ 上記➊及び➋のいずれにも該当する法人 

Ａ：継続雇用者給与等支給額 

Ｂ：継続雇用者比較給与等支給額 

 
Ａ  － Ｂ

Ｂ
 ≧ １％（0.5％（※令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に開始する事業年度））  

⑵ ⑴以外の法人 

 Ａ ＞ Ｂ 

（※） 上記の「継続雇用者給与等支給額」及び「継続雇用者比較給与等支給額」の各用語の意義は、２ページ

Ⅰ１〔改正の内容〕の《用語の意義》とそれぞれ同じです。 

（注１） 特定税額控除規定とは、次に掲げる規定をいいます。 

イ 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除（措法42の４①⑦） 

ロ 地域経済牽
けん

引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除（措

法42の11の２②） 

ハ 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除（措法42の12の６②） 

ニ 事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除（措法42の12の７④～⑥）  

（注２） 前事業年度の所得の金額が零を超える一定の場合とは、前事業年度（平成30年４月１日から令和６年３

月31日までの間に開始する各事業年度で不適用措置の対象となる法人が特定税額控除規定の適用を受けよ

うとする事業年度（以下「対象年度」といいます。）開始の日前１年以内に終了した各事業年度をいいます。）

の基準所得等金額（各事業年度の所得の金額を欠損金額の繰越控除（法57、法59）前の金額とする等の調

整後の金額をいいます。）の合計額が零を超える場合をいいます（措令27の13③⑥二、⑬一）。 

（注３） 通算法人が（注１）イの規定の適用を受けようとする場合の不適用措置（継続雇用者給与等支給額に係

る要件）の適用可否の判定について、次のとおり見直しが行われました（措法42の13⑦三～五）。 

イ 上記➊の判定は、その通算法人又は他の通算法人のいずれかが、その事業年度終了の時において、資

本金の額又は出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上に該当するかどう

かにより判定することとされました。 

ロ 上記➋の判定は、その通算法人の対象年度が合併等事業年度に該当しない場合であってその対象年度

の前事業年度及びその対象年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の前事業年度の所得の金額

の合計額が零を超える場合又はその通算法人の対象年度が合併等事業年度に該当する場合かどうかによ

り判定することとされました。 

ハ 上記⑴及び⑵の継続雇用者給与等支給額の増加割合の計算における継続雇用者給与等支給額及び継続

雇用者比較給与等支給額は、その通算法人及び他の通算法人のその合計額によることとされました。 

〔改正の内容〕 

２ 租税特別措置の特定税額控除規定の不適用措置の見直し 
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租税特別措置の特定税額控除規定の不適用措置について、改正前及び「継続雇用者給与等支

給額に係る要件」に係る上記の見直し後の要件は次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    上記の見直し後の特定税額控除規定の不適用措置の判定フローは次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔適用時期〕 

令和４年４月１日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年

度分の法人税については、従来どおり適用されます（改正法附則 39）。 

  

≪イメージ図②≫ 

≪イメージ図①≫ 
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今般、みどりの食料システム法が制定され、その目的は、環境と調和のとれた食料システムの確

立に関する基本理念等を定めるとともに、農林漁業に由来する環境への負荷の低減を図るために行

う事業活動を促進するための措置及びその基盤を確立するための措置を講ずることにより、環境と

調和のとれた食料システムの確立を図り、もって農林漁業及び食品産業の持続的な発展並びに国民

に対する食料の安定供給の確保に資するとともに、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図り

ながら持続的に発展することができる社会の構築に寄与することとされています。 

措法では、みどりの食料システム法の制定に関し、以下の措置が講じられています。 

 

➊ 環境負荷低減事業活動用資産の取得等をした場合の特別償却 

青色申告書を提出する法人でみどりの食料システム法に規定する環境負荷低減事業活動実施計

画又は特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けた農林漁業者であるものが、みどりの食

料システム法の施行の日から令和６年３月31日までの期間（以下「指定期間」といいます。）内に、

環境負荷低減事業活動用資産の取得（その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないもの

の取得に限ります。）又は製作若しくは建設をし、これを環境負荷低減事業活動又は特定環境負荷

低減事業活動の用に供した場合には、その供用年度において環境負荷低減事業活動用資産の取得

価額の32％（建物及びその附属設備並びに構築物については、16％）相当額の特別償却の適用が

できる制度が創設されました（措法44の４①）。 

➋ 基盤確立事業用資産の取得等をした場合の特別償却 

青色申告書を提出する法人でみどりの食料システム法に規定する基盤確立事業実施計画の認定

を受けたものが、指定期間内に、基盤確立事業用資産の取得（その製作又は建設の後事業の用に

供されたことのないものの取得に限ります。）又は製作若しくは建設をし、これを基盤確立事業の

用に供した場合には、その供用年度において基盤確立事業用資産の取得価額の32％（建物及びそ

の附属設備並びに構築物については、16％）相当額の特別償却の適用ができる制度が創設されま

した（措法44の４②）。 

《イメージ図》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔創設された制度の概要〕 

３ 環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却制度の創設 
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⑴ 適用対象法人 

➊ 環境負荷低減事業活動用資産の取得等をした場合 

本制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人でみどりの食料システム法に規定する

環境負荷低減事業活動実施計画又は特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けた農林

漁業者（その農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等を含みます。）である法人です

（措法 44 の４①）。 

（注） 環境負荷低減事業活動実施計画又は特定環境負荷低減事業活動実施計画とは、みどりの食料システム

法第 19条第１項又は第 21条第１項に規定する環境負荷低減事業活動実施計画又は特定環境負荷低減事

業活動実施計画をいいます。以下同じです。 

➋ 基盤確立事業用資産の取得等をした場合 

本制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人でみどりの食料システム法に規定する

基盤確立事業実施計画の認定を受けた法人です（措法 44 の４②）。 

（注） 基盤確立事業実施計画とは、みどりの食料システム法第 39 条第１項に規定する基盤確立事業実施計

画をいいます。以下同じです。 

 

⑵ 適用対象資産 

➊ 環境負荷低減事業活動用資産の取得等をした場合 

本制度の適用対象資産である環境負荷低減事業活動用資産とは、認定を受けた環境負荷低減

事業活動実施計画又は特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された設備等を構成する機

械その他の減価償却資産のうち、環境負荷の低減に著しく資するものとして農林水産大臣が定

める基準に適合するもので、一の設備等を構成するものの取得価額の合計額が 100 万円以上の

ものをいいます（措法 44 の４①、措令 28 の７①②）。 

➋ 基盤確立事業用資産の取得等をした場合 

本制度の適用対象資産である基盤確立事業用資産とは、認定を受けた基盤確立事業実施計画

に記載された設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうち、環境負荷の低減を図るため

に行う取組の効果を著しく高めるものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものをい

います（措法 44 の４②、措令 28 の７③）。 

 

⑶ 供用年度 

➊ 環境負荷低減事業活動用資産の取得等をした場合 

本制度の適用がある供用年度とは、環境負荷低減事業活動用資産を環境負荷低減事業活動又

は特定環境負荷低減事業活動の用に供した日を含む事業年度をいいます（措法 44 の４①）。 

（注） 環境負荷低減事業活動又は特定環境負荷低減事業活動とは、みどりの食料システム法第２条第４項又

は第15条第２項第３号に規定する環境負荷低減事業活動又は特定環境負荷低減事業活動をいいます。 

➋ 基盤確立事業用資産の取得等をした場合 

本制度の適用がある供用年度とは、基盤確立事業用資産を基盤確立事業の用に供した日を含

む事業年度をいいます（措法 44 の４②）。 

（注） 基盤確立事業とは、みどりの食料システム法第２条第５項に規定する基盤確立事業（同項第３号に掲

げるものに限ります。）をいいます。 

 

⑷ 特別償却限度額 

本制度による特別償却限度額は、次の算式により計算します（措法 44 の４①②）。 
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➊ 環境負荷低減事業活動用資産の取得等をした場合 

イ 機械装置及び器具備品 

特別償却限度額 ＝環境負荷低減事業活動用資産の取得価額×32％ 

ロ 建物及びその附属設備並びに構築物 

特別償却限度額 ＝環境負荷低減事業活動用資産の取得価額×16％ 

➋ 基盤確立事業用資産の取得等をした場合 

イ 機械装置及び器具備品 

特別償却限度額 ＝基盤確立事業用資産の取得価額×32％ 

ロ 建物及びその附属設備並びに構築物 

特別償却限度額 ＝基盤確立事業用資産の取得価額×16％ 

 

⑸ 適用に当たっての注意点 

本制度は、確定申告書等に、環境負荷低減事業活動用資産又は基盤確立事業用資産の償却限度

額の計算に関する明細書（別表十六（一）又は別表十六（二）及び特別償却の付表）の添付があ

る場合に限り適用されます（措法 44 の４③）。 
 

〔適用時期〕 

みどりの食料システム法の施行の日から施行されます（改正法附則１九イ、改正措令附則１四イ）。 

なお、みどりの食料システム法は公布の日（令和４年５月２日）以後６月以内の政令で定める日か

ら施行されます（みどりの食料システム法附則１）。 

また、施行期日を定める政令は令和４年５月９日現在において公布されていません。 

 
 

 
 

  

青色申告書を提出する法人で認定輸出事業者であるものが、農林水産物・食品輸出促進法改正法

の施行の日から令和６年３月31日までの期間（以下「指定期間」といいます。）内に、輸出事業用

資産の取得（その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限ります。）又は

製作若しくは建設をし、これを輸出事業の用に供した場合は、その供用期間内の日を含む各事業年

度（輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明

がされた事業年度に限ります。）において、その輸出事業用資産をその用に供している期間に限り、

普通償却限度額の30％（建物及びその附属設備並びに構築物については、35％）相当額の割増償却

ができる制度が創設されました（措法46の２①）。 

《イメージ図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔創設された制度の概要〕 

（算 式） 

４ 輸出事業用資産の割増償却制度の創設 
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 ⑴ 適用対象法人 

本制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で認定輸出事業者である法人です（措法

46 の２①）。 

（注） 認定輸出事業者とは、農林水産物・食品輸出促進法第 37 条第１項に規定する輸出事業計画の認定を受け

た者をいいます。 

 

⑵ 適用対象資産  

本制度の適用対象資産である輸出事業用資産とは、認定輸出事業計画（農林水産物・食品輸出

促進法第 38 条第２項に規定する認定輸出事業計画をいいます。以下同じです。）に記載された施

設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、農林水産物又は食品の

生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして農林水産大臣が定

める要件を満たすものをいいます（措法 46 の２①、措令 29 の４①）。 

 

⑶ 供用期間 

本制度における供用期間とは、輸出事業用資産を農林水産物・食品輸出促進法第 37 条第１項に

規定する輸出事業の用に供した日（以下「供用日」といいます。）以後５年以内（その認定輸出事

業計画について農林水産物・食品輸出促進法第 38 条第２項の規定による認定の取消しがあった

場合には、供用日からその認定の取消しがあった日までの期間となります。）をいいます（措法 46

の２①）。 

なお、本制度は、供用期間でその輸出事業用資産をその用に供している期間に限り、適用され

ます（措法 46 の２①）。 

 

⑷ 特別償却限度額 

本制度による特別償却限度額は、次の算式により計算します（措法 46 の２①）。 

 

① 機械装置 

特別償却限度額 ＝ 普通償却限度額 × 30％ 

② 建物及びその附属設備並びに構築物 

特別償却限度額 ＝ 普通償却限度額 × 35％ 
 
 
 

⑸ 適用に当たっての注意点 

本制度は、確定申告書等に、輸出事業用資産の償却限度額の計算に関する明細書（別表十六（一）

又は別表十六（二）及び特別償却の付表）の添付がある場合に限り適用されます（措法 46 の２

③）。 

 

✤ 本制度における農林水産物・食品輸出促進法に基づく輸出事業計画の認定手続などに関する内

容については、農林水産省ホームページの次のＵＲＬ（令和４年５月以降掲載予定）もご覧くだ

さい。 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/yusyutsu_keikaku.html 

 

〔適用時期〕 

農林水産物・食品輸出促進法改正法の施行の日から施行されます（改正法附則１十イ、改正措令附

則１五イ）。 

なお、農林水産物・食品輸出促進法改正法は令和４年５月９日現在において公布されていません。 

 

（算 式） 
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○ その他、減価償却又は税額の計算に関する事項について、次の改正が行われました。 

改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

⑴ 沖縄の特定地域にお

いて工業用機械等を取

得した場合の法人税額

の特別控除（措法42の９

①、措令27の９③、改正

法附則40①～③、改正措

令附則13①②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（措規20の４②一・三・

四、旧措規20の４②一～

三、改正措規附則６） 

 

 

 

 

 

（旧措法42の９①表二、

旧措令27の９④、改正法

附則40①） 

 

 

 

（措法42の９①表三、旧

措令27の９⑥、改正法附

則40①） 

 

（措法42の９①表三、措

令27の９⑦⑧、措規20の

４⑤⑥、改正法附則40

①） 

 

 

（措法42の９①表三、措

令27の９⑧、措規20の４

⑥、改正法附則40①） 

 

（措令27の９②三、改正

措令附則13③） 

 

 

○ 次表の各措置について、対象法人が沖縄振興法の規定により

沖縄県知事の認定を受けた法人で、主務大臣の確認を受けたも

の（経済金融活性化特別地区に係る措置については、沖縄県知

事の認定を受けた法人）に該当する法人とされるとともに、対

象資産が各区域の振興に資する次のものとされました。 

措 置 対象資産 

観光地形成促進地域に係

る措置 

認定観光地形成促進措置実施

計画に記載された減価償却資

産 

情報通信産業振興地域に

係る措置 

認定情報通信産業振興措置実

施計画に記載された減価償却

資産 

産業イノベーション促進

地域に係る措置（改正前：

産業高度化・事業革新促

進地域に係る措置） 

認定産業高度化・事業革新措置

実施計画に記載された減価償

却資産 

国際物流拠点産業集積地

域に係る措置 

認定国際物流拠点産業集積措

置実施計画に記載された減価

償却資産 

経済金融活性化特別地区

に係る措置 

認定経済金融活性化措置実施

計画に記載された減価償却資

産 
 

○ 観光地形成促進地域に係る措置の対象となる特定民間観光

関連施設について、次の見直しが行われました。 

イ 結婚式場、テーマパーク及びスパ施設を追加する。 

ロ 庭球場、遊園地、野営場、野外アスレチック場、マリーナ、

ダイビング施設、博物館、美術館及び海洋療法施設を除外す

る。 

 

 

○ 情報通信産業振興地域に係る措置について、対象事業から情

報記録物製造業、映画・ビデオ制作業、放送業及び情報通信技

術利用事業が除外されました。 

 

○ 産業イノベーション促進地域に係る措置について、次のとお

り改正が行われました。 

イ 対象事業から計量証明業が除外されました。 

 

 

 

ロ 対象事業にガス供給業が追加され、その対象資産の範囲

が、機械装置（ガス供給業の用に供される液化ガス貯蔵設備

に限ります。）及び構築物（液化したガスを貯蔵し、又は利

用するための一定のものでガス供給業の用に供されるもの

に限ります。）とされました。 

 

ハ 製造業の対象資産に構築物（液化したガスを貯蔵し、又は

利用するための一定のもので製造業の用に供されるものに

限ります。）が追加されました。 

 

○ 経済金融活性化特別地区に係る措置の対象設備の規模要件

について、一の生産等設備を構成する減価償却資産は、その取

得価額の合計額が500万円超（改正前：1,000万円超）に、機械

装置及び器具備品で、一の生産等設備を構成するものは、その

令４．４．１以後に取得 

等をする工業用機械等

について適用され、同

日前に取得等をした工

業用機械等について

は、従来どおり適用さ

れます。 

ただし、旧措法に定め

られている各地域の区

域においては、令４．

４．１から令４．９．30

までの一定の期間にお

いて、本制度を適用で

きるよう所要の経過措

置が講じられていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令４．４．１以後に取得

等をする工業用機械等

について適用され、同

日前に取得等をした工

業用機械等について

は、従来どおり適用さ

れます。 

 

同上 

 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

令４．４．１以後に取得

等をする工業用機械等

について適用されま

す。 

 

 

同上 

 

 

 

令４．４．１以後に取得

等をする工業用機械等

について適用され、同

日前に取得等をした工

５ その他の改正 
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改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

 

 

 

 

（措法42の９②、改正法

附則40④） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（措法42の９①、措令27

の９①） 

 

取得価額の合計額が50万円超（改正前：100万円超）に、それぞ

れ引き下げられました。 

 

 

○ 税額控除限度超過額の繰越控除に係る措置の適用要件に、各

事業年度終了の日において、各措置の適用対象となる法人（認

定事業者）であることが加えられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 適用期限が令和７年３月31日まで３年延長されました。 

 

業用機械等について

は、従来どおり適用さ

れます。 

 

令４．４．１以後に終了

する事業年度（措法第

42条の９第１項の表の

各号の第１欄に掲げる

事業者に該当すること

となった日以後に終了

する事業年度（以下「適

用年度」といいます。）

に限ります。）分の法人

税について適用され、

令４．４．１前に終了し

た事業年度（同日以後

に終了する事業年度

（適用年度を除きま

す。）を含みます。）分の

法人税については、従

来どおり適用されま

す。 

 

― 

⑵ 国家戦略特別区域に

おいて機械等を取得し

た場合の特別償却又は

法人税額の特別控除（措

法42の10①） 

 

○ 適用期限が令和６年３月31日まで２年延長されました。 ― 

⑶ 国際戦略総合特別区

域において機械等を取

得した場合の特別償却

又は法人税額の特別控

除（措法42の11①） 

 

○ 適用期限が令和６年３月31日まで２年延長されました。 ― 

⑷ 地方活力向上地域等

において特定建物等を

取得した場合の特別償

却又は法人税額の特別

控除（措法42の11の３①

②、改正法附則41） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（措令27の11の３、改正

措令附則14） 

 

 

 

○ 特定建物等の取得等をして事業の用に供するまでの期間に

ついて、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受

けた日から同日の翌日以後３年（改正前：２年）を経過する日

までの間とされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 中小企業者（措法第42条の４第19項第８号に規定する適用除

外事業者又は同項第８号の２に規定する通算適用除外事業者

に該当するものを除きます。）以外の法人の取得価額要件が

2,500万円以上（改正前：2,000万円以上）に引き上げられまし

た。 

令２．３．31以後に認定

を受けた法人が令４．

４．１以後に取得等を

する特定建物等につい

て適用され、令２．３．

31以後に旧措法に規定

する認定を受けた法人

が令４．４．１前に取得

等をした特定建物等及

び令２．３．31前に認定

を受けた法人が取得等

をした特定建物等につ

いては、従来どおり適

用されます。 

 

令４．４．１以後に取得

等をする特定建物等に

ついて適用され、同日

前に取得等をした特定

建物等については、従
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改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

 

 

 

（措法42の11の３①） 

 

 

 

 

○ 認定期限が令和６年３月31日まで２年延長されました。 

来どおり適用されま

す。 

 

― 

⑸ 地方活力向上地域等

において雇用者の数が

増加した場合の法人税

額の特別控除（旧措法42

の12①一イ、旧措令27の

12①、旧措規20の７①、

改正法附則39） 

 

（措法42の12①二ロ、⑥

十一・十四、措令27の12

⑦⑩、措規20の７①②、

改正法附則39） 

 

 

 

（措法42の12⑥八・九、

措令27の12④⑤、措規20

の７①②、改正法附則

39） 

 

 

（措法42の12⑤二、改正

法附則39） 

 

 

 

（措法42の12①） 

 

○ 特定新規雇用者等数（地方事業所基準雇用者数のうち特定新

規雇用者数に達するまでの数とその地方事業所基準雇用者数

から新規雇用者総数を控除した数とを合計した数）が２人以上

であることとの要件が廃止されました。 

 

 

 

 

○ 地方事業所基準雇用者数に係る措置における税額控除限度

額の計算上20万円（移転型事業にあっては、40 万円）に乗ずる

数が、地方事業所基準雇用者数（基準雇用者数が上限とされま

す。）から新規雇用者総数を控除した数のうち特定非新規雇用

者数に達するまでの数（改正前：地方事業所基準雇用者数から

新規雇用者総数を控除した数）とされました。 

 

○ 対象雇用者数のうち特定新規雇用者数に、地方活力向上地域

等特定業務施設整備計画の認定を受けた日以後に適用対象特

定業務施設以外の事業所において新たに雇用された特定雇用

者でその雇用された事業年度終了の日においてその適用対象

特定業務施設に勤務する者の数が追加されました。 

 

○ 通算法人の特定非新規雇用者に係る税額控除額の計算につ

いて、所要の整備が行われました。 

 

 

 

○ 認定期限が令和６年３月31日まで２年延長されました。 

 

令４．４．１以後に開始 

する事業年度分の法人

税について適用され、

同日前に開始した事業

年度分の法人税につい

ては、従来どおり適用

されます。 

 

同上 

 

 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

 

令４．４．１以後に開始 

する事業年度分の法人

税について適用されま

す。 

 

― 

⑹ 認定特定高度情報通

信技術活用設備を取得

した場合の特別償却又

は法人税額の特別控除

（措規20の10の２、改正

措規附則７） 

 

 

 

 

（措法42の12の６②、改

正法附則42、離島振興法

２①、奄美群島振興法

１、豪雪地帯対策特別措

置法２①、辺地特別措置

法２①、山村振興法７

①、小笠原諸島振興法４

①、半島振興法２①、特

定農山村法２①、沖縄振

興法３一、過疎地域支援

法２①） 

 

 

 

 

○ 対象となる無線設備の要件について所要の見直しが行われ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 税額控除割合について、次のとおり改正が行われました。 

 （注） 条件不利地域とは、離島振興対策実施地域として指定

された地域、奄美群島、豪雪地帯として指定された地

区分 改正前 

改正後 

令４.４.１から 

令５.３.31まで 

の間に事業供用 

令５.４.１から 

令６.３.31まで 

の間に事業供用 

令６.４.１から

令７.３.31まで

の間に事業供用 

特定基地

局用認定

設備 

15％ 

15％ 

 

９％ 

 
３％ 

特定基地

局用認定

設備以外 

15％ 15％ ９％ ３％ 

令４．４．１以後に事業

の用に供する認定特定

高度情報通信技術活用

設備について適用さ

れ、同日前に事業の用

に供した認定特定高度

情報通信技術活用設備

については、従来どお

り適用されます。 

 

同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条件不利地域 

以外供用 ５％ 

 

 
条件不利地域 

以外供用 ９％ 
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改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

 

 

 
 

（措法42の12の６①） 

 

域、辺地、振興山村として指定された地域、小笠原諸島、

半島振興対策実施地域として指定された地域、特定農

山村地域、沖縄及び過疎地域をいいます。 
 
○ 適用期限が令和７年３月31日まで３年延長されました。 

 

 

 
 
 

― 

⑺ 特定地域における工

業用機械等の特別償却

（措法45①、措令28の９

③、改正法附則43①～

③、改正措令附則15①

②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（措法45①表一、旧措令

28の９③、改正法附則43

①） 

 

 

 

 

 

（措法45①表一、措令28

の９④⑤、措規20の16①

②、改正法附則43①） 

 

 

 

（措法45①表一、措令28

の９⑤、措規20の16②、

改正法附則43①） 

 

（措令28の９②二、改正

措令附則15③） 

 

 

 

 

 

 

（措法45②、措令28の９

⑩⑫⑭、措規20の16、改

正法附則43①） 

 

 

○ 次表の各措置について、対象法人が沖縄振興法の規定によ

り沖縄県知事の認定を受けた法人で、主務大臣の確認を受け

たもの（経済金融活性化特別地区に係る措置については、沖

縄県知事の認定を受けた法人）に該当する法人とされるとと

もに、対象資産が各区域の振興に資する次のものとされまし

た。 

措 置 対象資産 

産業イノベーション促進

地域に係る措置（改正前：

産業高度化・事業革新促

進地域に係る措置） 

認定産業高度化・事業革新措置

実施計画に記載された減価償

却資産 

国際物流拠点産業集積地

域に係る措置 

認定国際物流拠点産業集積措

置実施計画に記載された減価

償却資産 

経済金融活性化特別地区

に係る措置 

認定経済金融活性化措置実施

計画に記載された減価償却資

産 
 

○ 産業イノベーション促進地域に係る措置について、次のとお

り改正が行われました。 

イ 対象事業から計量証明業が除外されました。 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 対象事業にガス供給業が追加され、その対象資産の範囲

が、機械装置（ガス供給業の用に供される液化ガス貯蔵設備

に限ります。）及び構築物（液化したガスを貯蔵し、又は利

用するための一定のものでガス供給業の用に供されるもの

に限ります。）とされました。 

 

ハ 製造業の対象資産に構築物（液化したガスを貯蔵し、又は

利用するための一定のもので製造業の用に供されるものに

限ります。）が追加されました。 

 

○ 経済金融活性化特別地区に係る措置の対象設備の規模要件

について、一の生産等設備を構成する減価償却資産は、その取

得価額の合計額が500万円超（改正前：1,000万円超）に、機械

装置及び器具備品で、一の生産等設備を構成するものは、その

取得価額の合計額が50万円超（改正前：100万円超）に、それぞ

れ引き下げられました。 

 

 

○ 沖縄の離島の地域に係る措置について、次のとおり改正が行

われました。 

イ 対象設備の投資規模要件について、一の生産等設備を構成

する減価償却資産の取得価額の合計額が次に掲げる法人の

区分に応じそれぞれ次に定める金額以上（改正前：1,000万

令４．４．１以後に取得 

等をする工業用機械等

について適用され、同

日前に取得等をした工

業用機械等について

は、従来どおり適用さ

れます。 

ただし、旧措法に定め

られている各地域の区

域においては、令４．

４．１から令４．９．30

までの一定の期間にお

いて、本制度を適用で

きるよう所要の経過措

置が講じられていま

す。 

 

 

 

 

 

令４．４．１以後に取得 

等をする工業用機械等

について適用され、同

日前に取得等をした工

業用機械等について

は、従来どおり適用さ

れます。 

 

令４．４．１以後に取得 

等をする工業用機械等

について適用されま

す。 

 

 

同上 

 

 

 

令４．４．１以後に取得 

等をする工業用機械等

について適用され、同

日前に取得等をした工

業用機械等について

は、従来どおり適用さ

れます。 

 

令４．４．１前に取得等

をした工業用機械等に

ついては、従来どおり

適用されます。 
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改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（措法45①②、措令28の

９①⑧） 

 

円超）のものとされました。 

(イ) 資本金の額又は出資金の額が1,000万円以下の法人（資

本又は出資を有しない法人を含み、適用除外事業者及び

通算適用除外事業者に該当するものを除きます。また、そ

の法人が通算法人である場合には、他の通算法人のうち

いずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が1,000万

円超の法人に該当するものを除きます。） 500万円 

(ロ)  (イ)又は (ハ)に掲げる法人以外の法人 500万円（新設又は

増設による取得等に係るものについては1,000万円） 

(ハ) 資本金の額又は出資金の額が5,000万円超の法人（適用

除外事業者及び通算適用除外事業者を含みます。また、他

の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資

金の額が5,000万円超の法人に該当する場合における通

算法人を含みます。） 2,000万円 

ロ 中小規模法人が新設又は増設以外により設備の取得等を

する場合及び改修のための工事により建物等の取得又は建

設をする場合においても適用できることとされ、沖縄振興法

に規定する離島の地域の振興に資する一定の場合に限り適

用できることとされました。 

ハ 本措置の適用を受ける場合には、確定申告書等に所定の書

類を添付しなければならないこととされました。 

 

○ 適用期限が令和７年３月31日まで３年延長されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

⑻ 障害者を雇用する場

合の特定機械装置の割

増償却（旧措法46、旧措

令29、旧措規20の18、改

正法附則39） 
 

○ 本制度は、廃止されました。 令４．４．１前に開始し

た事業年度分の法人税

については、従来どお

り適用されます。 

 

⑼ 倉庫用建物等の割増

償却（措法48①、改正法

附則43⑤） 

 

 

 

 

 

（措法48①） 
 

○ 割増償却率が次のとおり引き下げられました。 

 

令４.３.31以前の取得等 令４.４.１以後の取得等 

10％ ８％ 

 

 

○ 適用期限が令和６年３月31日まで２年延長されました。 

令４．４．１以後に取得

等をする倉庫用建物等

について適用され、同

日前に取得等をした倉

庫用建物等について

は、従来どおり適用さ

れます。 

 

― 

 

⑽ 特別償却不足額があ

る場合の償却限度額の

計算の特例（措令30④、

改正措令附則15⑤） 

 

○ 特別償却対象資産について、その事業年度以前の各事業年度

において法人税法上の圧縮記帳の適用を受けたときのその事

業年度のその特別償却対象資産に係る特別償却不足額（その特

別償却不足額の基因となる特別償却限度額に係る不足額が生

じた事業年度がその法人税法上の圧縮記帳の適用を受けた事

業年度前の事業年度である場合におけるその特別償却不足額

に限ります。）又は合併等特別償却不足額の計算方法が定めら

れました。 
 

令４．４．１以後に終了

する事業年度分の法人

税について適用されま

す。 

 

⑾ 準備金方式による特

別償却制度（措令31②

③、改正措令附則15⑦） 

 

○ 特別償却対象資産について、以下のものが定められました。 

イ その事業年度以前の各事業年度において法人税法上の圧

縮記帳の適用を受けた場合のその事業年度のその特別償却

対象資産に係る特別償却準備金積立不足額又は合併等特別

償却準備金積立不足額の計算方法 

ロ 特別償却準備金を積み立てている法人が、その特別償却対

象資産についてその事業年度において法人税法上の圧縮記

帳の適用を受ける場合における圧縮限度額の計算方法 

同上 
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○ 引当金・準備金制度に関する事項について、次の改正が行われました。 

改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

⑴ 海外投資等損失準備

金（措法55①、措令32の

２①⑥、改正法附則39） 

 

 

（措法55①） 

 

○ その内国法人が通算法人である場合におけるその内国法人

との間に通算完全支配関係がある一定の他の通算法人を対象

となる特定法人から除外する等の改正が行われました。 

 

 

○ 適用期限が令和６年３月31日まで２年延長されました。 

令４．４．１以後に開始 

する事業年度分の法人

税について適用されま

す。 

 

― 

 

⑵ 特定災害防止準備金

（旧措法56、旧措規21の

５、改正法附則44、改正

措規附則８②） 

 

○ 本制度は、廃止されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 保険会社等の異常危

険準備金（措令33の２

④、改正措令附則12、16） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（措令33の２㉑、改正措

令附則12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 保険の種類について、火災保険等を次のイからハまでの保険

の区分とすることとされました。 

 イ 火災保険及び風水害保険 

 ロ 動産総合保険、建設工事保険、貨物保険及び運送保険 

 ハ 賠償責任保険 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 火災保険等に係る特例積立率について、次のとおり改正が行

われました。 

イ 火災保険及び風水害保険に係る特例積立率について、次

のとおり見直しが行われました。 

 (イ) 特例積立率が10％（改正前：６％）に引き上げられまし

た。 

 

 

 

 

令４.４.１以後に開始 

する事業年度分の法人 

税について適用され、 

同日前に開始した事業 

年度分の法人税につい 

ては、従来どおり適用 

されます。 

なお、同日以後最初に

開始する事業年度開始

の日における左記イか

らハまでの保険に係る

前期から繰り越された

異常危険準備金の金額

は、その開始の日の前

日を含む事業年度終了

の日における火災保険

等に係る異常危険準備

金の金額に、その事業

年度における正味収入

保険料に占める左記イ

からハまでの保険の保

険料の割合を乗じて計

算した金額とされてい

ます。 

 

 

 

 

 

令４.４.１以後に開始 

する事業年度分の法人 

税について適用され、 

同日前に開始した事業 

年度分の法人税につい 

ては、従来どおり適用 

Ⅱ 引当金・準備金制度に関する改正 

令４．３．31を含む事業年度終了の日（以下「基準日」といいます。）におい

て特定廃棄物最終処分場に係る設置許可を受けている法人（基準日後に他の

者から一定の特定廃棄物最終処分場の移転を受ける法人を含みます。）につ

いて、所要の経過措置（令４.４.１から令６.３.31までの間に開始する事業

年度においては廃止前の準備金積立率（60％）による積立てが認められ、令

６.４.１から令11.３.31までの間に開始する各事業年度においては廃止前

の準備金積立率（60％）に対して１年ごとに６分の１ずつ縮小した率による

積立てが認められます。）が講じられています。 
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改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（措令33の２⑳） 

 

 

 (ロ) 特例積立率の適用期限が令和７年３月31日まで３年延

長されました。 

 

ロ 賠償責任保険に係る特例措置が廃止されました。 

 

 

 

 

ハ 動産総合保険、建設工事保険、貨物保険及び運送保険に係

る特例積立率の適用期限が令和７年３月31日まで３年延長

されました。 

 

○ 火災共済に係る特例積立率の適用期限が令和７年３月31日

まで３年延長されました。 

 

されます。 

 

― 

 

 

令４.４.１前に開始し

た事業年度分の法人税

については、従来どお

り適用されます。 

 

― 

 

 

 

― 

 

⑷ 探鉱準備金又は海外

探鉱準備金（措令34①、

改正措令附則12） 

 

 

 

 

 

（措法58①②） 

 

○ 対象となる鉱物から、国外にある石炭、亜炭及びアスファル

トが除外されました。 

  

 

 

 

 

 

○ 適用期限が令和７年３月31日まで３年延長されました。 

令４.４.１以後に開始 

する事業年度分の法人 

税について適用され、 

同日前に開始した事業 

年度分の法人税につい 

ては、従来どおり適用 

されます。 

 

― 

 

⑸ 農業経営基盤強化準

備金（措法61の２①、改

正法附則１十一） 

 

○ 適用対象となる事業者が基盤強化法等改正法による改正後

の農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画の区域におい

て農業を担う一定の者とされました。 

 

 

 

 

 

基盤強化法等改正法の

施行の日から施行され

ます。 

なお、基盤強化法等改

正法は令和４年５月９

日現在において公布さ

れていません。 
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○ 資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する事項について、次の改正が行われました。 

改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

⑴ 収用等に伴い代替資

産を取得した場合の課

税の特例（措法64③⑩、

措令39⑳～㉒、改正法附

則47①） 

 

○ 収用等のあった日を含む事業年度前の事業年度において代

替資産となるべき資産の取得等をしている場合に同日を含む

事業年度において本制度を適用できること及びその場合の圧

縮限度額の計算方法が定められました。 

 

令４．４．１以後にされ

る収用等に係る代替資

産となるべき資産につ

いて適用されます。 

 

⑵ 換地処分等に伴い資

産を取得した場合の課

税の特例（措法65③、措

令39の２⑨、改正法附

則47①） 

○ 換地処分等のあった日を含む事業年度前の事業年度におい

て代替資産となるべき資産の取得等をしている場合に同日を

含む事業年度において本制度を適用できること及びその場合

の圧縮限度額の計算方法が定められました。 

 

令４．４．１以後にされ

る換地処分等に係る代

替資産となるべき資産

について適用されま

す。 

 

⑶ 特定土地区画整理事

業等のために土地等を

譲渡した場合の所得の

特別控除（措令39の４

④、改正措令附則１七） 

 

 

（措法65の３①七、措規

22の４①七、改正法附則

１十一イ、47②、改正措

規附則１五） 

 

○ 文化財保護法、自然公園法又は自然環境保全法に係る措置に

ついて、その適用対象となる地方独立行政法人に土地が買い取

られる場合におけるその地方独立行政法人の範囲を博物館法

に規定する公立博物館又は指定施設に該当する博物館又は植

物園の設置及び管理を行うことを主たる目的とする地方独立

行政法人とすることとされました。 

 

○ 農用地利用規程の特例に係る措置について、地域計画の特例

に係る区域内にある農用地がその農用地の所有者等の申出に

基づき農地中間管理機構（一定のものに限ります。）に買い取

られる場合の措置に改組されました。 

博物館法の一部を改正

する法律の施行の日

（令５．４．１）から施

行されます。 

 

 

 

基盤強化法等改正法の

施行の日以後に土地等

が買い取られる場合に

ついて適用され、同日

前に土地等が買い取ら

れた場合については、

従来どおり適用されま

す。 

なお、基盤強化法等改

正法は令和４年５月９

日現在において公布さ

れていません。 

 

⑷ 特定住宅地造成事業

等のために土地等を譲

渡した場合の所得の特

別控除（措法65の４①

二十五、措規22の５①

二十九、改正法附則１

十一イ、47⑤、改正措規

附則１五） 

 

○ 適用対象となる農用地区域内にある農用地が協議に基づき

農地中間管理機構（一定のものに限ります。）に買い取られる

場合について、その農用地が地域計画の区域内にある場合に限

定することとされました。 

同上 

 

⑸ 農地保有の合理化の

ために農地等を譲渡し

た場合の所得の特別控

除（措法65の５①二、措

令39の６②、措規22の

６②四イ、改正法附則

１十一イ、47⑦、改正措

令附則18、改正措規附

則１五） 

 

 

○ 農用地利用集積計画に係る措置について、農用地区域内にあ

る土地等を農地中間管理事業推進法の規定による公告があっ

た農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡した

場合の措置に改組されました。 

 

 

 

 

 

 

 

基盤強化法等改正法の

施行の日以後に行う土

地等の譲渡に係る法人

税について適用され、

同日前に行った土地等

の譲渡に係る法人税に

ついては、従来どおり

適用されます。 

なお、基盤強化法等改

正法は令和４年５月９

日現在において公布さ

Ⅲ 資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正 
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改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

 

 

 

（旧措法65の５①三、旧

措規22の６②④六、改正

法附則47⑨） 

 

 

（旧措法65の５①四、旧

措令39の６③、旧措規22

の６③④七、改正法附則

47⑩） 

 

 

 

○ 適用対象から、次に掲げる場合が除外されました。 

イ 特定農山村法の規定による公告があった所有権移転等促

進計画の定めるところにより土地等の譲渡をした場合 

 

 

 

ロ 林業経営基盤強化等法の規定による都道府県知事のあっ

せんにより、認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡をし

た場合 

 

れていません。 

 

 

令４．４．１前に行った

土地等の譲渡に係る法

人税については、従来

どおり適用されます。 

 

令４．４．１前に行った

土地の譲渡に係る法人

税については、従来ど

おり適用されます。 

⑹ 特定の交換分合によ

り土地等を取得した場

合の課税の特例（旧措

法65の10①二、旧措規

22の８①二、改正法附

則47⑪） 

 

○ 適用対象から、集落地域整備法の規定による交換分合により

土地等の譲渡をし、かつ、その交換分合により土地等の取得を

した場合が除外されました。 

令４．４．１前に行った

交換分合による土地等

の譲渡に係る法人税に

ついては、従来どおり

適用されます。 

 

⑺ 平成21年及び平成22

年に土地等の先行取得

をした場合の課税の特

例（旧措法66の２、旧措

令39の10の２、旧措規

22の９の２、改正法附

則47⑫） 

 

○ 本制度は、廃止されました。 土地等の取得の日を含

む事業年度終了の日後

10年以内に行った他の

土地等の譲渡に係る法

人税については、従来

どおり適用されます。 
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○ 国際課税に関する事項について、次の改正が行われました。 

改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

⑴ 外国税額の控除（法69

⑰㉑三・㉒㉛～㉝、法規

30の５、改正法附則12） 

○ 通算制度における外国税額控除制度について、次の見直しが

行われました。 

イ 適用事業年度の当初申告税額控除額を税額控除額とみなす

措置を適用しないことによってその適用事業年度に係る修正

申告書の提出又は更正がされた後におけるその措置の適用に

ついては、原則として、その修正申告書又はその更正に係る

更正通知書に添付された書類に税額控除額として記載された

金額を当初申告税額控除額とみなすこととされました。 

ロ 対象事業年度（以下のニの説明が行われた日の属するもの

に限ります。）の期限内申告書に添付された書類にその対象事

業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額と

して記載された金額及びその計算の根拠が以下のニの説明の

内容と異なる場合には、その対象事業年度の当初申告税額控

除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を税額控

除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす措置を適

用しないこととされました。 

ハ 対象事業年度の当初申告税額控除不足額相当額又は当初申

告税額控除超過額相当額を税額控除不足額相当額又は税額控

除超過額相当額とみなす措置を適用しないことによってその

対象事業年度に係る修正申告書の提出又は更正がされた後に

おけるその措置の適用については、その修正申告書又はその

更正に係る更正通知書に添付された書類に税額控除不足額相

当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額を当初

申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当

額とみなすこととされました。 

ニ 法人税に関する調査を行った結果、通算法人（通算法人で

あった内国法人を含みます。以下同じです。）の各事業年度（確

定申告書の提出期限が到来していないものに限ります。）にお

いて税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額に係る

調整措置を適用すべきと認める場合には、国税庁等の当該職

員は、その通算法人に対し、その調査結果の内容（その措置を

適用すべきと認めた金額及びその理由を含みます。）を説明す

るものとされました。 

ホ 質問検査等を行った通算法人について税務代理人がある場

合において、その通算法人の同意があるときは、通算法人へ

の上記ニの説明に代えて、税務代理人へ説明を行うことがで

きることとされました。 

 

令４．４．１以後に開始

する事業年度分の法人

税について適用されま

す。 

⑵ 子会社からの配当と

子会社株式の譲渡を組

み合わせた租税回避を

防止するための措置の

見直し（法令119の３⑩

二、改正法令附則６⑤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 適用除外要件（特定支配日利益剰余金額要件）の判定におい

て、子法人の対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了し

た事業年度（以下「直前事業年度」といいます。）終了の日の翌

日から対象配当等の額を受ける直前の時までの期間内にその子

法人の利益剰余金の額が増加した場合に、その翌日からその対

象配当等を受ける時までの期間内に受ける配当等の額に係る基

準時のいずれかがその翌日以後であるときは、対象配当等を受

ける直前の子法人の利益剰余金の額から直前事業年度の貸借対

照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額等を証す

る書類の保存を要件として、直前事業年度の貸借対照表に計上

されている利益剰余金の額に期中に増加した利益剰余金の額と

して計算した金額を加算することができることとされました。

また、その加算を行った場合には、特定支配日前に最後に終了し

た事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額につ

いても、同様に期中に増加した利益剰余金の額として計算した

金額を加算することとされました。 

令２．４．１以後に開始

した事業年度において

受ける対象配当等の額

について適用されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 国際課税に関する改正 
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改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

（法令119の３⑭、改正法

令附則６⑤） 

 

○ 適用除外基準を満たす子会社を経由した配当等を用いた本制

度の回避を防止するための措置等について、次のいずれかに該

当する場合には適用しないこととされました。 

イ 対象配当等の額に係る基準時以前10年以内に子法人との間

にその子法人による特定支配関係があった法人（以下「孫法

人等」といいます。）の全てがその設立の時からその基準時（そ

の基準時前に特定支配関係を有しなくなった孫法人等にあっ

ては、最後に特定支配関係を有しなくなった時の直前をいい

ます。）まで継続してその子法人との間にその子法人による特

定支配関係がある法人（以下イにおいて「継続関係法人」とい

います。）である場合（その子法人又はその孫法人等を合併法

人とする合併で、継続関係法人でない法人を被合併法人とす

るものが行われていた場合等を除きます。） 

ロ 次のいずれにも該当する場合 

(イ) その親法人と孫法人との間に、その孫法人の設立の時か

らその孫法人から子法人に支払う配当等の額に係る基準時

まで継続して親法人による特定支配関係がある場合 

(ロ) その基準時以前10年以内にその孫法人との間にその孫法

人による特定支配関係があった法人（以下「ひ孫法人等」

といいます。）の全てがその設立の時からその基準時（その

基準時前に特定支配関係を有しなくなったひ孫法人等にあ

っては、最後に特定支配関係を有しなくなった時の直前を

いいます。）まで継続してその孫法人との間にその孫法人に

よる特定支配関係がある法人（以下(ロ)において「継続関係

法人」といいます。）である場合（その孫法人又はそのひ孫

法人等を合併法人とする合併で、継続関係法人でない法人

を被合併法人とするものが行われていた場合等を除きま

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 国外にある資産の運

用又は保有により生ず

る所得（法令145の３②） 

○ 金融商品取引法に規定する外国市場デリバティブ取引又は店

頭デリバティブ取引の決済により生ずる所得が、国外源泉所得

である国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得に含ま

れないことが明確化されました。 

 

― 

⑷ 国内にある資産の運

用又は保有により生ず

る所得（法令177②二） 

○ 金融商品取引法に規定する市場デリバティブ取引又は店頭デ

リバティブ取引の決済により生ずる所得が、国内源泉所得であ

る国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得に含まれな

いことが明確化されました。 

― 

⑸ 対象純支払利子等に

係る課税の特例（措法66

の５の２⑧～⑩、旧措法

66の５の３⑤、改正法附

則39） 

○ 外国法人の法人税の課税対象とされる次に掲げる国内源泉所

得に係る所得の金額が本制度の適用対象に追加されました。 

イ 恒久的施設を有する外国法人に係る恒久的施設帰属所得以

外の国内源泉所得 

ロ 恒久的施設を有しない外国法人に係る国内源泉所得 

 

令４．４．１以後に開始 

する事業年度分の法人

税について適用され、

同日前に開始した事業

年度分の法人税につい

ては、従来どおり適用

されます。 

 

適用に当たっての注意点 

今回の改正については、過去に遡って適用されます。 

既に行った申告に次の誤りがあると認められることとなった場合には、更正の請求

の手続により更正を求めることができます（通法23）。 

イ 納付すべき税額が過大となったこと。 

ロ 申告書に記載した翌期へ繰り越す欠損金額が過少となったこと（申告書に翌期へ

繰り越す欠損金額を記載しなかった場合を含みます。）。 

ハ 申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少となったこと（申告書に還付

金の額に相当する税額を記載しなかった場合を含みます。）。 

(注) 更正の請求には、請求の理由の基礎となる事実を証明する書類の添付が必要です。 
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改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

⑹ 内国法人の外国関係

会社に係る所得の課税

の特例（措令39の14の３

①一、措規22の11①～

⑤、改正措令附則19） 

○ 特定外国関係会社等の判定における保険委託者特例に関する

「一の保険会社等」及び「その一の保険会社等との間に特定資本

関係のある保険会社等（内国法人で保険業を主たる事業とする

もの又は保険持株会社に該当するものをいいます。以下同じで

す。）」によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有

されている外国関係会社である旨の要件について、次のとおり

見直しが行われました。 

イ 「一の保険会社等」の範囲に保険会社等に発行済株式等の

全部を直接又は間接に保有されている内国法人（保険会社等

を除きます。以下「判定対象内国法人」といいます。）で、次

に掲げる要件の全てを満たすものが追加されました。 

(イ) 判定対象内国法人が、専ら判定対象内国法人等（その保

険会社等並びにその判定対象内国法人及びその保険会社等

に係る他の判定対象内国法人をいいます。）によってその発

行済株式等の50％超を直接又は間接に保有されている保険

業又はこれに関連する事業を主たる事業とする外国関係会

社（その判定対象内国法人によってその発行済株式等の全

部又は一部を直接又は間接に保有されているものに限りま

す。以下同じです。）の経営管理及びその附帯業務を行って

いること。 

(ロ)  その保険会社等に係る他の判定対象内国法人（外国関係

会社の発行済株式等の全部又は一部を直接又は間接に保有

するものに限ります。以下同じです。）が、専らその外国関

係会社の経営管理及びその附帯業務を行っていること。 

ロ 「その一の保険会社等との間に特定資本関係のある保険会

社等」の範囲に保険会社等に係る他の判定対象内国法人で、

専ら外国関係会社の経営管理及びその附帯業務を行っている

ものが追加されました。 

 

外国関係会社の令４.

４.１以後に開始する

事業年度に係る適用対

象金額等について適用

され、外国関係会社の

同日前に開始した事業

年度に係る適用対象金

額等については、従来

どおり適用されます。 

 

⑺ 令和三年に開催され

る東京オリンピック競

技大会又は東京パラリ

ンピック競技大会に関

連する業務を行う外国

法人に係る課税の特例

（旧措法67の16の２、旧

措令39の33の３、旧措規

22の19の３の２、改正法

附則49） 

 

○ 本制度は、廃止されました。 外国法人の令４．１．１

前に開始した事業年度

の国内源泉所得につい

ては、従来どおり適用

されます。 
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○ その他、法人税に関する事項について、次の改正が行われました。 

改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

⑴ 資本金等の額（法令８

①十八・十九、改正法令

附則２） 

○ 資本の払戻しを行った場合の減資資本金額又は出資等減少

分配を行った場合の分配資本金額について、次のとおり見直し

が行われました。 

イ その資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又はそ

の出資等減少分配による出資総額等減少額を限度とするこ

ととされました。 

ロ 種類株式を発行する法人が資本の払戻しを行った場合の

減資資本金額は、その資本の払戻しに係る各種類株式の種類

資本金額を基礎として計算することとされました。 

 

 

 

 

― 

 

 

令４．４．１以後に資本

の払戻し等を行う場合

について適用されま

す。 

 

⑵ 所有株式に対応する

資本金等の額の計算方

法等（法令23①四・五、

改正法令附則３） 

 

○ 資本の払戻し又は出資等減少分配が行われた場合のみなし

配当等の額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等又は分

配対応資本金額について、次のとおり見直しが行われました。 

イ その資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又はそ

の出資等減少分配による出資総額等減少額を限度とするこ

ととされました。 

ロ 種類株式を発行する法人が資本の払戻しを行った場合に

おけるみなし配当等の額の計算の基礎となる払戻等対応資

本金額等は、その資本の払戻しに係る各種類株式の種類資本

金額を基礎として計算することとされました。 

 

 

 

 

― 

 

 

令４．４．１以後に資本

の払戻し等を行う場合

について適用されま

す。 

 

⑶ 還付金等の益金不算

入（法26④、法38③、改

正法附則９） 

○ 本制度の対象となる通算税効果額から、利子税の額に相当す

る金額として各通算法人間で授受される金額が除外されまし

た。 

なお、法第38条第３項((法人税額等の損金不算入))に規定さ

れる通算税効果額の範囲も同様となります。 

 

令４．４．１以後に開始

する事業年度分の法人

税について適用されま

す。 

⑷ 国庫補助金等で取得

した固定資産等の圧縮

額の損金算入（法42①

⑤、法令79の２、改正法

附則10①） 

 

 

 

 

（法令79四、改正法令附

則４①） 

○ 国庫補助金等の交付を受けた日の属する事業年度前の事業

年度においてその交付の目的に適合する固定資産の取得又は

改良をしている場合に同日の属する事業年度において本制度

を適用できること及びその場合の圧縮限度額の計算方法が定

められました。 

 

 

 

 

○ 対象となる国庫補助金等の範囲に、特定高度情報通信技術活

用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第29条第

１号に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開

発機構の助成金が追加されました。 

 

令４．４．１以後に交付

を受ける国庫補助金等

に係る固定資産につい

て適用され、同日前に

交付を受けた国庫補助

金等に係る固定資産に

ついては、従来どおり

適用されます。 

 

令４.４.１以後に交付

を受ける助成金につい

て適用されます。 

 

⑸ 工事負担金で取得し

た固定資産等の圧縮額

の損金算入（法45①⑤、

法令82の３、改正法附則

10②） 

 

 

 

○ 工事負担金の交付を受けた日の属する事業年度前の事業年

度においてその事業に必要な施設を構成する固定資産を取得

している場合に同日の属する事業年度において本制度を適用

できること及びその場合の圧縮限度額の計算方法が定められ

ました。 

 

 

 

 

令４．４．１以後に交付

を受ける金銭又は資材

に係る固定資産につい

て適用され、同日前に

交付を受けた金銭又は

資材に係る固定資産に

ついては、従来どおり

適用されます。 

Ⅴ その他の改正 
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改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

⑹ 非出資組合が賦課金

で取得した固定資産等

の圧縮額の損金算入（法

46①④、法令83の４、改

正法附則10③） 

 

 

 

 

○ 賦課金の納付を受けた日の属する事業年度前の事業年度に

おいてその事業の用に供する固定資産の取得又は改良をして

いる場合に同日の属する事業年度において本制度を適用でき

ること及びその場合の圧縮限度額の計算方法が定められまし

た。 

 

 

 

 

 

令４．４．１以後に賦課

に基づいて納付される

金額に係る固定資産に

ついて適用され、同日

前に賦課に基づいて納

付された金額に係る固

定資産については、従

来どおり適用されま

す。 

⑺ 保険金等で取得した

固定資産等の圧縮額の

損金算入（法47①⑤、法

令85①、改正法附則10

④） 

 

 

 

 

 

 

 

○ 保険金等の支払を受けた日の属する事業年度前の事業年度

において代替資産又は損壊資産等の取得又は改良をしている

場合に同日の属する事業年度において本制度を適用できるこ

と及びその場合の圧縮限度額の計算方法が定められました。 

 

 

 

 

 

 

 

令４．４．１以後に支払

を受ける保険金等に係

る代替資産又は損壊資

産等について適用さ

れ、同日前に支払を受

けた保険金等に係る代

替資産又は損壊をした

所有固定資産若しくは

代替資産となるべき資

産については、従来ど

おり適用されます。 

 

⑻ 不正行為等に係る費

用等（法55③、法令111の

４①、184①十四・⑤表、

法規25の10、60の４表、

改正法附則１三ロ、11、

改正法令附則１、改正法

規附則１二イ） 

 

○ 隠蔽仮装行為に基づき確定申告書（その申告に係る法人税に

ついての調査があったことによりその法人税について決定が

あるべきことを予知して提出された期限後申告書を除きます。

以下同じです。）を提出しており、又は確定申告書を提出してい

なかった場合には、これらの確定申告書に係る事業年度の原価

の額（資産の取得に直接に要した一定の額を除きます。以下同

じです。）、費用の額及び損失の額は、その法人が法人税法の規

定により保存する帳簿書類によりその原価の額、費用の額又は

損失の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が

明らかである場合等の一定の場合に該当するその原価の額、費

用の額又は損失の額を除き、その法人の各事業年度の所得の金

額の計算上、損金の額に算入しないこととされました。 

 

令５．１．１以後に開始

する事業年度分の法人

税について適用されま

す。 

⑼ 支配関係５年継続要

件の見直し（法令112の

２③二、法令131の８①

二、法令131の19①、改正

法令附則５、７、８） 

 

○ 共同事業性がない場合等の通算法人の欠損金額の切捨て、共

同事業性がない場合等の損益通算の対象となる欠損金額の特

例及び通算法人の特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入

の適用除外となる要件のうち支配関係５年継続要件について、

次の見直しが行われました。 

イ 通算承認日の５年前の日後に設立された通算親法人につ

いての要件の判定は、他の通算法人のうち最後に支配関係を

有することとなった日（改正前：設立日）の最も早いものと

の間で行うものとされました。 

ロ 要件の判定を行う通算法人等が通算承認日の５年前の日

後に設立された法人である場合の支配関係５年継続要件の

特例について、次の見直しが行われました。 

(イ) 通算子法人の判定において、自己を合併法人とする適格

合併で他の通算子法人の支配関係法人（通算法人を除き

ます。）を被合併法人とするもの等が特例の適用から除外

される組織再編成に追加されました。 

(ロ) 特例の対象となる組織再編成に通算グループ内の法人

間の組織再編成が追加されました。 

 

令４．４．１以後に開始

する事業年度分の法人

税について適用されま

す。 

⑽ 移動平均法を適用す

る有価証券について評

価換え等があった場合

○ 通算子法人（主要な事業が引き続き行われることが見込まれ

ていないことにより通算制度からの離脱等に伴う資産の時価

評価制度の適用を受ける法人を除きます。以下同じです。）の離

令４．４．１以後に開始

する事業年度分の法人

税について適用されま
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改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

の一単位当たりの帳簿

価額の算出の特例（法令

119の３⑥～⑧、法規

27①、改正法令附則６①

～④、改正法規附則２） 

 

脱時等にその通算子法人の株式を有する各通算法人の全てが

その子法人株式に係る資産調整勘定等対応金額について離脱

時等の属する事業年度の確定申告書等にその計算に関する明

細書を添付し、かつ、その各通算法人のいずれかがその計算の

基礎となる事項を記載した書類を保存している場合には、離脱

時等に子法人株式の帳簿価額とされるその通算子法人の簿価

純資産価額にその資産調整勘定等対応金額を加算することが

できる措置が講じられました。 

 

す。 

なお、離脱する通算子

法人が連結納税制度か

ら通算制度に移行した

法人である場合には、

連結完全支配関係を有

することとなった日以

前に取得したその法人

の株式に係る資産調整

勘定等対応金額を簿価

純資産価額に加算する

ことができることとさ

れています。 

また、連結納税制度か

ら通算制度に移行した

親法人が、令４．４．１

以後最初に開始する事

業年度終了の日まで

に、連結内適格合併に

係る被合併法人の株式

に係る資産調整勘定等

対応金額につきこの経

過措置の適用を受ける

旨等を記載した書類を

納税地の所轄税務署長

に提出した場合には、

その連結内適格合併に

係る合併法人の株式に

係る左記の加算措置の

適用については、その

被合併法人の株式に係

る資産調整勘定等対応

金額について、通算内

適格合併に係る被合併

法人調整勘定対応金額

と同様、左記の加算措

置の対象とする経過措

置が講じられていま

す。 

 

⑾ 通算制度の開始に伴

う資産の時価評価損益

（法令131の15①一ニ、改

正法令附則８） 

○ 時価評価資産から最初通算事業年度開始の日の５年前の日

以後に終了する事業年度において法第46条第１項((非出資組合

が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入))の規定の

適用を受けた減価償却資産が除外されました。 

令４．４．１以後に開始

する事業年度分の法人

税について適用されま

す。 

 

⑿ 通算制度からの離脱

等に伴う資産の時価評

価損益（法令131の17③

一・四、改正法令附則８） 

 

（法令131の17③二・三、

改正法令附則８） 

 

○ 上記⑾と同様の改正が行われました。 

 

 

 

 

○ 時価評価資産に帳簿価額1,000万円末満の営業権が追加され

ました。 

同上 

 

 

 

 

同上 

⒀ 少額の減価償却資産

の取得価額の損金算入

（法令133、法規27の17、

改正法令附則９） 

 

○ 対象資産（使用可能期間が１年未満であるものを除きます。）

から貸付け（主要な事業として行われるものを除きます。）の用

に供した減価償却資産が除外されました。 

令４．４．１以後に取得

等をする減価償却資産

について適用され、同

日前に取得等をした減

価償却資産について
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改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

は、従来どおり適用さ

れます。 

 

⒁ 一括償却資産の損金

算入（法令133の２①⑬、

法規27の17の２、改正法

令附則９） 

 

○ 対象資産から貸付け（主要な事業として行われるものを除き

ます。）の用に供した減価償却資産が除外されました。 

同上 

⒂ 電子情報処理組織に

よる申告（法75の４①、

法規36の４⑤） 

○ 電子情報処理組織を使用する方法により確定申告書等に記

載すべきものとされている事項を提供しなければならない法

人の添付書類記載事項の提供方法から、磁気テープを提出する

方法が除外されました。 

 

令４．４．１から施行さ

れます。 

⒃ 欠損金の繰戻しによ

る還付（法80⑦、改正法

附則13） 

○ 通算法人の繰戻しの対象となる欠損金額の計算上、通算対象

外欠損金額から控除する金額が、通算対象外欠損金額のうち災

害損失欠損金額の繰戻しにより還付を受ける金額の計算の基

礎とするものとされる等の所要の整備が行われました。 

 

令４．４．１以後に開始

する事業年度分の法人

税について適用されま

す。 

 

⒄ 協同組合等の範囲（法

別表第三、改正法附則１

七） 

○ 協同組合等の範囲に労働者協同組合連合会が追加されまし

た。 

労働者協同組合法の施

行の日（令４．10．１）

から施行されます。 

⒅ 通算法人の仮装経理

に基づく過大申告の場

合等の法人税額（措法42

の14①、改正法附則39） 

 

 

 

 

 

○ 対象となる税額控除に以下のものが追加されました。 

 イ 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の

法人税額の特別控除（措法42の９①） 

 ロ 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人

税額の特別控除（措法42の10②） 

 ハ 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の

法人税額の特別控除（措法42の11②） 

 ニ 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法

人税額の特別控除（措法42の12の６②） 

 

令４．４．１以後に開始

する事業年度分の法人

税について適用されま

す。 

 

⒆ 法人課税信託の受託

者等に関する通則（措令

１の２③、改正法令附則

１） 

○ 法人課税信託の受託法人の沖縄の離島における旅館業用建

物等の特別償却制度における一の設備を構成する減価償却資

産の取得価額の合計額の最低限度額を2,000万円とすることと

されました。 

 

令４．４．１から施行さ

れます。 

⒇ 沖縄の認定法人の課

税の特例（措法60①表

一、改正法附則45①） 

 

 

 

 

 

（措法60①表二、改正法

附則45①） 

 

 

 

 

（措法60②） 

○ 情報通信産業特別地区に係る措置の適用対象となる法人に

ついて、沖縄振興法に規定する認定法人のうち主務大臣の確認

を情報通信産業振興計画の提出の日から令和７年３月31日ま

での間に受けたものに該当する内国法人とされました。 

 

 

 

 

○ 国際物流拠点産業集積地域に係る措置の適用対象となる法

人について、沖縄振興法に規定する認定法人のうち主務大臣の

確認を国際物流拠点産業集積計画の提出の日から令和７年３

月31日までの間に受けたものに該当する内国法人とされまし

た。 

 

○ 経済金融活性化特別地区に係る措置について、認定期限が令

和７年３月31日まで３年延長されました。 

 

令４.４.１以後に終了

する事業年度分の法人

税について適用され、

同日前に終了した事業

年度分の法人税につい

ては、従来どおり適用

されます。 

 

同上 

 

 

 

 

 

― 
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改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

(21) 国家戦略特別区域に

おける指定法人の課税

の特例（措法61①） 

 

○ 指定期限が令和６年３月31日まで２年延長されました。 ― 

 

(22) 交際費等の損金不算

入（措法61の４①、改正法

附則39） 

 

 

 

 

 （措法61の４②二、措令

１の２③表、改正法附則

39） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（措法61の４③⑤、改正

法附則39） 

 

 

（措法61の４①） 

 

○ 通算法人又はその通算法人の適用年度終了の日においてそ

の通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の

うち、いずれかの法人の同日における資本金の額又は出資金の

額が100億円を超える場合は、その通算法人及び他の通算法人

の全ての法人が支出する交際費等の額の全額が損金不算入と

されました。 

 

○ 通算法人又はその通算法人の適用年度終了の日においてそ

の通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の

うち、いずれかの法人が次のイからハまでの法人又は受託法人

に該当する場合は、その通算法人及び他の通算法人の全ての法

人が定額控除限度額の特例を適用できないこととされました。 

イ その適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の

額が１億円を超える法人 

ロ その適用年度終了の日において、大法人との間にその大法

人による完全支配関係がある普通法人 

ハ その適用年度終了の日において、普通法人との間に完全支

配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を

その全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものと

みなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法

人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があ

ることとなるときのその普通法人（ロに掲げる普通法人を除

きます。） 

 

○ 定額控除限度額の特例について、通算法人の定額控除限度額

が、年800万円を各通算法人が支出する交際費等の額の比で配

分した金額とされました。 

 

○ 適用期限が令和６年３月31日まで２年延長されました。 

 

令４．４．１以後に開始

する事業年度分の法人

税について適用されま

す。 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

― 

(23) 認定事業適応法人の

欠損金の損金算入の特

例（措法66の11の４③④

六・七、措令39の23の２

③、措規22の12の２③、

改正法附則39、改正措規

11） 

 

○ 通算法人に係る欠損金の通算の特例について、各通算法人へ

の非特定超過控除対象額の配賦は、非特定欠損控除前所得金額

から本特例を適用しないものとした場合に損金算入されるこ

ととなるその特例10年内事業年度に係る非特定欠損金相当額

を控除した金額（改正前：非特定欠損控除前所得金額）の比に

よることとする等の規定の整備が行われました。 

 

令４．４．１以後に開始 

する事業年度分の法人

税について適用されま

す。 

(24) 銀行等保有株式取得

機構の欠損金の損金算

入の特例（措法66の11の

５、改正法附則39） 

 

 

○ 銀行等保有株式取得機構の欠損金の損金算入の特例が措法

に規定されました。この規定された内容は次のとおりです。 

イ 青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構の令和14 

年３月31日以前に開始する各事業年度において欠損金の繰

越控除制度を適用する場合において、その繰越控除をする事

業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、

欠損金の繰越期間の制限はないものとされます。 

ロ 青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構の令和18 

年３月31日以前に開始する各事業年度において欠損金の繰

越控除制度を適用する場合において、その繰越控除をする事

業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、

欠損金の繰越控除制度における損金算入限度額はその繰越

控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額とする

こととされます。 

 

同上 
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改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

(25) 中小企業者の欠損金

等以外の欠損金の繰戻

しによる還付の不適用

（措法66の12①、改正法

附則39） 

 

（措令39の24、改正措令

附則１） 

 

 

（措法66の12①、改正法

附則39） 

 

 

 

（措法66の12②、改正法

附則39） 

 

 

 

 

 

 

（措法66の12①） 

○ 不適用措置の適用除外となる欠損金額に、銀行等保有株式取

得機構の欠損金額が追加されました。 

 

 

 

 

○ 不適用措置の対象から除かれる法人税法以外の法律によっ

て公益法人等とみなされている法人の範囲に敷地分割組合が

追加されました。 

 

○ 不適用措置の適用対象に、通算子法人の清算中に終了する事

業年度のうちその通算子法人に係る通算親法人の事業年度終

了の日に終了する事業年度が追加されました。 

 

 

○ 通算法人が協同組合等に該当する場合又は清算中に終了す

る事業年度等において欠損金額が生じた場合に、その事業年度

終了の日においてその通算法人との間に通算完全支配関係が

ある他の通算法人が大通算法人であるときは、その通算法人の

その事業年度及び当該他の通算法人の同日に終了する事業年

度については、欠損金の繰戻しによる還付制度における全体計

算において欠損金額を配賦しないこととされました。 

 

○ 適用期限が令和６年３月31日まで２年延長されました。 

 

同上 

 

 

 

 

 

令４.４.１から施行さ

れます。 

 

 

令４．４．１以後に開始 

する事業年度分の法人

税について適用されま

す。 

 

同上 

 

 

 

 

 

 

 

― 

(26) 特別新事業開拓事業

者に対し特定事業活動

として出資をした場合

の課税の特例（措法66の

13⑪、措令39の24の２

⑪、措規22の13⑨） 

 

（措令39の24の２①、改

正措令附則20） 

 

 

 

 

 

（措法66の13⑫～⑯、措

令39の24の２⑫～⑯、改

正法附則39） 

 

 

 

 

 

（措法66の13①） 

 

○ 一定の事由に該当することとなった場合に特別勘定を取り

崩して益金算入する期間が、特定株式の取得の日から３年（令

和４年３月31日以前に取得をした特定株式にあっては、５年）

（改正前：５年）とされました。 

 

 

 

○ 特定事業活動に係る証明の要件について、その株式の保有が

払込みによる取得の日から３年（改正前：５年）を超える期間

継続する見込みであることとされました。 

 

 

 

 

○ 通算法人について、損金算入額の上限となる所得基準額が調

整前通算所得基準額に相当する金額（その金額が125億円を超

える場合には、125億円）とされるとともに、他の通算法人の通

算前所得金額又は通算前欠損金額が当初申告額と異なる場合

であっても、当該他の通算法人の通算前所得金額又は通算前欠

損金額を当初申告額に固定する措置など、所要の整備が行われ

ました。 

 

○ 適用期限が令和６年３月31日まで２年延長されました。 

 

― 

 

 

 

 

 

 

令４．４．１以後に取得

する株式について適用

され、同日前に取得し

た株式については、従

来どおり適用されま

す。 

 

令４．４．１以後に開始 

する事業年度分の法人

税について適用されま

す。 

 

 

 

 

― 

(27) 中小企業者等の少額

減価償却資産の取得価

額の損金算入の特例（措

法67の５①、措令39の28

②③、措規22の18、改正

法附則48） 

 

 

（措法67の５①、改正法

○ 対象資産から貸付け（主要な事業として行われるものを除き

ます。）の用に供した減価償却資産が除外されました。 

 

 

 

 

 

 

○ 本制度の適用対象となる中小企業者等から通算法人が除外

令４．４．１以後に取得

等をする少額減価償却

資産について適用さ

れ、同日前に取得等を

した少額減価償却資産

については、従来どお

り適用されます。 

 

令４．４．１以後に開始
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改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等 

附則39） 

 

 

 

（措法67の５①） 

されました。 

 

 

 

○ 適用期限が令和６年３月31日まで２年延長されました。 

 

する事業年度分の法人

税について適用されま

す。 

 

― 

( 2 8 ) 農業協同組合等の合

併に係る課税の特例（措

法68の２、改正法附則

50） 

 

 

 

（措法68の２） 

○ 対象となる合併から出資を有しない法人のみで行う合併が

除外されました。 

 

 

 

 

 

○ 適用期限が令和７年３月31日まで３年延長されました。 

 

令４．４．１以後に行わ

れる合併について適用

され、同日前に行われ

た合併については、従

来どおり適用されま

す。 

 

― 

 


